
総資産に占める子
会社株式の価額
が100分の50超 

現在の規制の枠組み 

事業会社（主要株主） 

銀 行 証 券 保 険 
一般事業 
会社 

持 株 会 社 

銀 行 証 券 保 険 

議決権の20％ 
以上を保有 

銀行持株会社グループ 異業種金融グループ 

簡易な規制 

（主要株主規制のみ 
（業務範囲規制はなし）） 

厳格な規制 

（業務範囲規制等） 

 

 業務範囲規制 

 大口信用供与規制 

 自己資本比率規制 

 議決権の取得等の制限 

 利益相反管理体制の整備 

 ディスクロージャー義務 

 報告徴求、立入検査、銀行の経営の健全性を確保するための 
経営計画の提出命令、認可取消し  
 

主な規制 
 

 

 報告徴求、立入検査、銀行の経営の健全性を確保するための 
経営計画の提出命令（※）、認可取消し 

主な規制 

（※）子銀行の株式の50％超を保有している場合に限る 
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